
仕 様 書 

１ 件 名 

  災害用備蓄食料一式及び災害用備蓄水の購入 

 

２ 履行期限 

  令和４年２月２５日（金）まで 

   ただし納品にあっては、あらかじめ担当者と協議を行い、日時及び納品場所を確認し、 

  当日は担当者の指示に従い納品すること。 

 

３ 履行場所 

  埼玉県草加市青柳六丁目２３番６号 

  草加八潮消防組合草加消防署青柳分署 

 

４ 支払方法 

  業務完了払 

 

５ 品目及び納品数量 

 ⑴ 次の表の品目を、一つにまとめ箱詰めしたもの（以下、「１箱」とする。）を作成 

  し、３３８箱納品すること。 

品 目 賞味期限等 

非常用カレーセット（１セット） 

通常の室内保存で製造から５年

以上 

（製造日から２か月を超えない

ものを納品すること） 

非常用リゾットセット（１セット） 

非常用シチューセット（１セット） 

非常用食料品（クラッカー26 枚入 １袋） 

非常用食料品（ようかん １本） 

非常用保存水（500ｍl  ３本） 

 

 ⑵ 梱包箱はダンボールとし、積み重ねによる荷重や衝撃に強いものとすること。 

 ⑶ すべてを梱包するダンボールの２箇所以上の側面に賞味期限と品目を表示すること。 

 

６ 品目に係る規格・参考例示品 

  別添のとおり 

 

７ 検収 

  発注者・受注者双方の立ち合いのもとに検収をもって納入するものとする。 



８ 提出書類 

  完了報告書等を検収終了後、速やかに提出すること。なお、納品した品目の名称、数量  

 及び賞味期限が判明する写真を添付すること。 

 

９ その他 

 ⑴ この仕様書の細部について疑義が生じた場合は、担当者と協議して指示を受けるも

のとする。仕様書記載規格の同等品以上で積算する場合は、入札前に草加八潮消防組

合職員係の担当者にカタログ等を提示して必ず説明を行い、同等品規格確認票に確認

印を得た上で入札に臨むこと。 

 ⑵ 業務上知り得た事項を漏らしてはならない。 

 ⑶ 不当要求等に関し、次の事項を遵守すること。 

  ア 受注者及び受注者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為に

よる被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、組合管理者に

報告するとともに、所轄の警察署に通報すること。 

  イ 受注者は、組合及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じること。 

 

10 問い合せ先  草加八潮消防組合 草加八潮消防局総務課 職員係 

         電話 ０４８－９２４－２１１２ 内線 ２２４ 

 



別添

セット名 品　目 規　格

非常用・備蓄用ごはん
（1食入）

レトルト食品（カレー）
（１食入）

スプーン（使い捨て用）
（1本）

ヒートパック
（１セット入）

非常用リゾット
（１食入）

ヒートパック
（１セット入）

非常用・備蓄用ごはん
（1食入）

レトルト食品（シチュー）
（１食入）

スプーン（使い捨て用）
（1本）

ヒートパック
（１セット入）

非常用食料品
(災害救助用クラッカー)

ヤマザキビスケット株式会社
災害救助用クラッカー（26枚入り）
と同等品以上の品質を有する製品とする。

ようかん（１本入）
井村屋
「えいようかん」
と同等品以上の品質を有する製品とする。

保存水（５００ｍｌ）
（３本入）

株式会社宝水
「立山連峰の天然水」（５００ｍｌ）
と同等品以上の品質を有する製品とする。
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船山株式会社
「モーリアン　ヒートパックセット(カレー)」
と同等品以上の品質を有する製品とする。

船山株式会社
「リゾット発熱剤セット(イタリアンリゾットセット)」
と同等品以上の品質を有する製品とする。

船山株式会社
「モーリアン　ヒートパックセット(シチュー)」
と同等品以上の品質を有する製品とする。


